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国立大学等 223 932 2,026 3,204

公立大学等 7 34 37 76

私立大学等 247 317 809 1,110
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H15→H19 約1．8倍

大学等の共同研究件数

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１9

国立大学等 9,378 11,362 12,405 13,654

公立大学等 412 493 697 766

私立大学等 938 1,165 1,655 1,791

総　　計 10,728 13,020 14,757 16,211

※大学等・・・大学共同利用機関、短期大学、高等専門学校を含む。

※Ｈ１４は国立大学等のみ、Ｈ１５以降は国公私立大学等を対象

※特許実施件数は特許権（受ける権利を含む）のみを対象とし、実施許諾及び譲渡件数を計上

受託研究件数

H15→H19 約1．3倍

大学等の受託研究件数
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国立大学等 7,827 9,008 10,082 10,584

公立大学等 1,169 1,156 1,187 1,162

私立大学等 6,240 6,796 6,776 6,779

総　　計 15,236 16,960 18,045 18,525
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国内出願件数

大学等の特許出願件数

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１9

国立大学等 4,152 6,255 7,003 7,642

公立大学等 122 285 369 398

私立大学等 1,720 1,987 1,718 1,829

総　　計 5,994 8,527 9,090 9,869

9,869

H15→H19 約4．0倍 H15→H19 約23．7倍

大学等における共同研究実施件数等の推移
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環境情報通信

凡例

その他ライフサイエンス ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料
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３０％
（5,281 / 17,595）

３０％
（6,571 / 21,930） ３３％

（9,025 / 27,489）

３３％
（10,131 / 30,303）

４３％
（25,993 / 61,018）

３７％
（28,630 / 77,247）

３３％
（32,442 / 97,146 ）

３４％
（37,870 / 110,162）

単位：百万円

単位：百万円

国立大学等における共同研究実施件数等の推移
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平成１９年度国立大学等における共同・受託研究分野別の割合
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共 同 研 究

受入額の分野別割合

受 託 研 究

受入額の分野別割合

・エネルギー ・製造技術

・社会基盤 ・フロンティア 等

国立大学等におけるライフサイエンス分野の共同研究・受託研究の受入額は約５５５億円
（平成19年度実績）
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国立大学等における寄附金収入の推移
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※国立大学等とは国立大学、国立高等専門学校、大学共同利用機関
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②米国の大学発ベンチャーの設立実績

・我が国の大学発ベンチャーは1500社を超え、年間設立数も約１00社のレベル。

・諸外国と比較すると、依然、その数は少ない。

・我が国の大学発ベンチャーは1500社を超え、年間設立数も約１00社のレベル。

・諸外国と比較すると、依然、その数は少ない。

①我が国の大学発ベンチャーの設立実績

③諸外国との大学発ベンチャー数の比較
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（出典）
①平成20年度大学等発ベンチャーの現状と産学連携の課題に関する調査（科学技術政策研究所調べ）より
作成 設立年が不明な社（７社）があるため、「各年の設立数」の累計と「設立累計」は一致しない。

（この他に、政府系研究施設発ベンチャー 135社（2007年調査）がある。）
②Licensing survey FY2004.(AUTM)より作成
③日本は2008年3月末（科学技術政策研究所調べ）、米国は2004年度末（AUTM調べ）、独国は2000年度
末、中国は2001年度末、英国は2002年度末時点での数字である。
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教育基本法（平成１８年１２月）
（大学）
第７条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を

探求して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発
展に寄与するものとする。

２ 大学については、自主性、自律性、その他の大学における教育及び研究の特性が
尊重されなければならない。

教 育 研 究 社会貢献

教育基本法・学校教育法における大学の基本的役割について

学校教育法（昭和２２年３月 最終改正：平成１９年６月）
第９章 大学

第８３条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授
研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

２ 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供
することにより、社会の発展に寄与するものとする。

第１０章 高等専門学校
第１１５条 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成する
ことを目的とする。

２ 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に
提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。



7

大学、研究機関などの施設、学術団体の役割
「教育」、「研究」、「社会貢献」

産学連携は短期的・中期的な社会貢献の一形態

同時に、連携先の私企業への貢献という側面も発生

○共同研究 – 企業と大学が研究費、研究者を分担して研究を実施

○受託研究 – 企業が大学に研究を委託

○技術移転 – 大学の研究成果を企業において実用化

○技術指導 – 大学の教授などが企業の研究開発・技術指導を実施

○大学発ベンチャー – 大学の研究成果を基にベンチャー設立

○奨学寄附金 – 企業から大学への奨学寄附金により研究を実施

○寄附講座 – 企業から大学への寄付金による講座設置と研究推進

「産学連携活動」
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イ）狭義の利益相反：教職員又は大学が産学連携活動に伴って得る利益と、教育・研

究という大学における責任が衝突・相反している状況。

ウ）責務相反：教職員が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、大

学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立し得ない状態。

エ）個人としての利益相反：狭義の利益相反のうち、教職員個人が得る利益と教職員

個人の大学における責任との相反。

オ）大学（組織）としての利益相反：狭義の利益相反のうち、大学組織が得る利益と大

学組織の社会的責任との相反。

利益相反の概念整理（利益相反ＷＧ報告書による）
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利益相反に対する基本的考え方

○利益相反は産学官連携に伴い日常的に生じえる状況。
（兼業・寄付金等外部資金の受け入れ等）

○利益相反状態に大学が無関心であることによって、大学における責
任が果たされていないかのように見えることが問題。

○利益相反は日常的に生じ得るものであり、なくすものではなく、適
切にマネジメントすべきもの。

○「利益相反マネジメント」は、「規制」ではなく、情報開示・事実関係
の検討や対応方策の提案等を通して、社会的信頼を確保すること
が重要。

○大学は、主体的・自律的に利益相反マネジメント体制の構築、独自
のポリシーを明確にし、組織として実施責任を果たすことが重要。

（科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会利益相反ＷＧの議論より）

利益相反に対する基本認識

大学に求められる対応
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⇒ 他分野の産学官連携活動に比して、より慎重な対応が必要。

臨床研究に係る利益相反への対応の特性

○ 被験者の人権擁護、生命に係る安全性の確保。

○ データに対する信頼性の確保。

○ 被験者保護のため、被験者に対し情報提供の必要

性（研究の内容・予測される利害衝突等） 。

○ 治験の実施等、研究者の協力が不可欠。

○ ベンチャー企業の役割が重要。

臨床研究の特性

新薬開発における産学官連携

⇒ 新薬開発には産学官の協力が不可欠。

したがって、兼業等、利益相反状態も生じやすい。
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利益相反に関する文科省のこれまでの取組

〇利益相反に関する基本的考え方を整理
「利益相反ワーキンググループ報告書」（H14.11)
（科学技術・学術審議会技術研究基盤部会産学官連携推進委員会利益相反WG）

〇利益相反のマネジメント体制構築や事例についての調査研究（東北大学に委託）

⇒「国立大学法人における責務相反・利益相反マネジメント制度の構築と運用について」（H16.3）
「利益相反・責務相反への対応についての事例研究」（H17.3）

（東北大学研究推進・知的財産本部）

〇臨床研究における利益相反への対応についてﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの実施
⇒「利益相反マネジメントを考える会」（H16.8）の開催

〇臨床研究の倫理と利益相反に関するワークショップの開催
⇒「臨床研究の倫理と利益相反に関するワークショップ」（H17,18）の開催。

（文部科学省・国立大学医学部長会議・国立大学附属病院長会議・徳島大学）

〇臨床研究の利益相反ポリシーのガイドラインの策定（徳島大学に委託）

⇒「臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライン」（H18.3)
（「臨床研究の倫理と利益相反に関する検討班」作成：協力：国立大学医学部長会議・国立大学附属病院長会議）

〇利益相反マネジメントのための事例の解析（徳島大学に委託）

⇒「利益相反マネジメントのための事例解析集」(H19.3）（「臨床研究の倫理と利益相反に関する検討班」作成）



（１）組織的・戦略的な共同研究等の推進
・産学官が目標を共有し、適切な役割分担を行ったうえで、基礎から応用までを見通した長期な視点に
立って、共同研究等を推進

（２）国際的な産学官連携活動の推進
・基本特許の国際的な権利取得の促進、国際知財人材の育成確保など産学連携体制の強化

（３）研究分野に応じた産学官連携体制の構築
・ライフサイエンス分野など特定分野の課題に対応した知的財産の管理・活用体制の整備

（４）事業化支援機能の強化
・企業相談、企業家教育、ベンチャー・キャピタルとの連携などの事業化支援体制の強化

（５）地域における産学官連携体制の強化
・大学と地方公共団体等との連携による知的財産の管理・活用体制の強化

（６）知的財産基盤が脆弱な大学等の知的財産活動の強化
・人文社会系を含め、各大学等の特性、実態を考慮した効率的な運用体制の整備

（７）多様な産学官連携体制の構築
・国公私立の大学等間の連携やコンソーシアムの形成を支援、ＪＳＴなど外部組織の活用

（８）質を重視した戦略的な基本特許の取得
・件数のみに偏らず、特許の質を重視し、応用範囲の広い特許取得となるよう戦略的に取得

（９）大学等の知財人材の育成・確保
・高度な専門性を有し、戦略的なマネジメント実務を行うことができる知財人材の育成・確保

イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開に向けて （審議のまとめ） 【概要】イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開に向けてイノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開に向けて （審議のまとめ）（審議のまとめ） 【【概要概要】】

①各大学等における産学官連携の体制整備の取組により、共同研究や受託研究が着実に増加し、大学等における知的財産活動は拡大。
②国際的な産学官連携活動、特定の研究分野に係る産学官連携活動、大学等発ベンチャー、知財人材の育成・確保等について取組が不十分。

●大学等毎に中長期的な「産学官連携戦略」
を作成
・大学等においては、リエゾン機能、契約機能、
ＴＬＯ機能及び初期段階のインキュベーション
機能等の業務や体制整備など産学官連携を
支える組織の強化に必要な財源を確保。資
金計画を含め中長期的な産学官連携戦略を
立てて活動を展開。

・研究の進展と一体的な知的財産戦略を進め、
件数のみならず質の重視を念頭に、国際的な
基本特許を生みだし、国際競争力につながる
効率的な知的財産の活用を図る。

●国による重点的支援
・国は、大学等の戦略的な取組について、右記
（１）～（９）の視点に立ち、国として政策的観点
から積極的に促進すべき活動を重点的に支援
することにより、国全体の産学官連携の質の向
上を図る。

現状と課題

「経済財政改革の基本方針２００７」「長期戦略指針『イ
ノベーション２５』」「知的財産推進計画２００７」等の政
府の各種の行政方針・計画において、産学官連携の
強化を図る必要性が指摘。

・厳しい国際競争の中、イノベーション創出を求められている我が国にとって、
産学官連携はその実現のための重要な手段。

・大学等においては、それぞれが定める使命に即して、主体的かつ多様な産学官連携
活動を組織的・戦略的に展開することが必要。

産学官連携の戦略的な展開

必要性・意義背景

今後の産学官連携の方向

イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開
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「イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開にむけて」（審議のまとめ） 抜粋

Ⅲ イノベーションの創出に向けた産学官連携の戦略的な展開
１．産学官連携の戦略的な展開の方向

（４）研究分野に応じた産学官連携体制の構築

③臨床研究の利益相反マネジメントの強化
昨今、様々な事件を通じ、臨床研究の利益相反問題に関して社会の関

心が高まっている。各大学等においては、一般的な利益相反ポリシーは策
定され、マネジメント体制が整備されつつあるが、倫理性・安全性・信頼性
の確保等から特に慎重な対応が必要である臨床研究の利益相反ポリシー
の策定やマネジメント体制の構築は緒に就いたばかりである。

今後は、臨床研究の実施には産学官連携が不可欠であるという認識を
持ち、大学等においては、研究者と産業界の連携を過度に制限することの
ないよう、産業界との連携を保ちつつ、研究成果の公平性が担保されるよ
うなマネジメントを行うことが必要である。各大学等においては、臨床研究
の利益相反ポリシーやマネジメント体制の整備を行うとともに、具体的なノ
ウハウ等についての事例が、大学等に周知されることが望ましい。
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「厚生労働科学研究における利益相反（Conflict of Interest:COI）の管理に関する指針」

厚生労働科学研究の公正性、信頼性を確保するために、厚生労働科学研究に関わる研究者の利益相反について、
所属機関の長の責任の下、第三者を含む利益相反委員会（ＣＯＩ委員会）を設け、透明性を確保して適切に管理する。

利益相反の管理

・各研究施設COI委員会を設置。

・一定額を超える経済的な利益関係COI委員会への報告。

・COI委員会は、COI管理に関する審査及び検討を行い機関の長に意見。

・機関の長は、COI委員会の意見等に基づき、改善に向けて指導、管理。
・厚生労働省等への報告。

・厚生労働省等からの指導。

厚生労働科学研究費補助金の交付申請書提出前にCOI委員会が設置されず、あるいは
外部のCOI委員会への委託がなされていない場合には、平成２２年度以降の厚生労働科
学研究費補助金の交付を受けることはできない。

各機関において利益相反マネジメント体制の整備が必要。

参照：厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/index.html

（平成２０年３月３１日）

指針の内容
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